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お祝いの鏡開きをする左から日野正晴 ACPF 理事長、佐久間
達哉アジ研所長、小津博司検事総長、チャウラ UNODC 事務
局次長、堺屋太一 ACPF 会長（2012年12月12日 KKRホテル東京）

世界の「犯罪なき繁栄」をめざして
さらなる国際貢献を誓う
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　国連アジア極東犯罪防止研修所創
立 50 周年、財団法人アジア刑政財団
設立 30 周年記念式典を開催するに当
たり、一言ご挨拶を申し上げます。
　本日は、お忙しい中、このように
多くの皆様のご臨席を賜りまして、
心から感謝申し上げます。お陰様を
もちましてアジ研は今年で創立 50 周
年を迎えることができました。
　この間、アジ研の事業を支援し、
関連する諸活動の推進を通して、ア
ジア及び世界の平和と繁栄に貢献す
ることを目的として，１９８２ 年に設立された
財団法人アジア刑政財団からは、終始変わる
ことなく、ご支援を頂いており、この場を借
りて厚く御礼申し上げます。

　さて、アジ研の半世紀を少し振り返ってみ
ますと、１９５４ 年にビルマの首都ラングーン
で第１回国連犯罪防止・犯罪者処遇アジア会
議が開催され、アジアに国連の地域研修所を

研修参加者の輪　貴重な財産
記念式典あいさつ
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設立すべきであるとの決議が採択されまし
た。これを受けて、１９６１ 年に国連と日本政
府との間でアジ研設立に関する協定が締結さ
れ、翌 １９６２ 年３月、東京都府中市にアジ研
が開設され、同年９月に最初の国際研修が始
まりました。
　当時はまだ、東京オリンピックの開催を２
年後に控え、我が国自身が戦後復興から経済
発展に移っていく段階でした。また、キャパ
シティ・ビルディングという言葉もなく、刑
事司法分野におけるこのような活動の重要性
が広く認識されているともおよそいい難い状
況にありました。ですから、このような時期
に、また、世界に先駆けて日本に国連の地域
研修所を設置し、国際社会に貢献していこう
とされた先人の英断と気概には、文字どおり
頭の下がる思いが致します。
　以来アジ研では、年３回の長期・多数国対
象の国際研修・セミナーを中心として、とき
どきのニーズに応じ、国別・地域別研修も含
め、様々な研修・セミナーを、各国の刑事司
法実務家を対象に実施してまいりました。中
心となる国際研修・セミナーは来月開始する
ものを含め １５３ 回を数え、今年度はそのほか、
多数国対象の汚職防止研修、ケニアを対象と
する少年司法研修、中央アジア諸国を対象と
する刑事司法研修、そして現在開催中の東南
アジア８か国を対象とする短期のグッドガバ
ナンス・セミナーを開催します。
　国際研修・セミナーでは、国連の方針やと
きどきのニーズを考慮しながら、捜査、訴追、
裁判から犯罪者の処遇にわたる様々なテーマ
を取り上げてきました。ここ１、２年の例を
挙げれば、人身取引、証人保護、犯罪者処遇
における社会との連携、実証的根拠に基づく
犯罪者処遇などがあります。
　中でも、法の支配を中核とするグッドガバ
ナンスの確立とそのための汚職対策は、アジ
研が、ここ十数年来、特に力を入れて取り組
んでいるテーマです。

　世界では、戦乱からの復興や民主国家・市
場経済への移行段階にある国々を含め、未だ
多くの国が貧困に苦しみ、様々な社会的不正
義や差別の問題を抱えています。各国が社会
経済を発展させ、これらの問題を克服してい
くためには、そのインフラとして法の支配を
確立することが不可欠ですし、法の支配を妨
げ、各種の国際的支援の効果も大きく損なう
汚職の蔓延を改善していくことが重要です。
このような観点から、１９９８ 年に開始した汚
職対策刑事司法支援研修は既に 15 回を数え、
今年は過去最大の 32 名の参加者を受け入れ
ました。
　今朝開会した、カンボジア、インドネシア、
マレーシア、ミャンマー、フィリピン、ラオ
ス、タイ、ベトナムの東南アジア８か国を対
象とするグッドガバナンス・セミナーも、趣
旨を同じくするものです。６回目となる今回
は、捜査共助や犯罪人引渡などの国際協力を
テーマに採り上げ、韓国、シンガポール、中
国、スイスからも参加を頂いております。
　アジ研は、この半世紀に、海外から約
３３００ 人、国内から約 １４００ 人の研修参加者を
受け入れてきましたが、参加者の中には、そ
の後、各国の法務・検察、警察、司法等のトッ
プになられた方を含め、枢要なポストで活躍
されている方が少なくありません。キャパシ
ティ・ビルディングの性質上、アジ研の研修
が各国の刑事司法の向上に直ちにどう役立っ
たとはなかなか言い難いのですが、各参加者
が最先端の取組やベストプラクティスに触
れ、国際的な知見に目を開き、自国の刑事司
法改善に取り組む動機付けになったという声
は参加者の間からよく聞かれるところです。
また、同じ屋根の下で長期間寝食を共にし、
信頼の絆で結ばれた研修参加者は、広くアジ
研ファミリーと呼ばれるネットワークを形成
しており、刑事司法分野における各国の相互
理解と協力の基礎となっておりますが、これ
はアジ研の最も貴重な財産と言えます。
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世界 131 の国・地域から 4700 人超す研修参加者

　次に将来に目を転じますと、現在の世界情
勢は、過去半世紀にも増して、刑事司法分野
のキャパシティ・ビルディングに関する国際
協力を必要としているように思います。グッ
ドガバナンス支援の必要性は先程申し述べた
とおりですし、国際社会を脅かす新たな犯罪
事象に対してもこの種の国際協力が不可欠で
す。厳しい財政事情の下で、このように直接
の効果が目に見えにくい国際協力に理解を得
ていくためには、更なる努力が必要だと考え
ておりますが、先人の気高い志を引き継ぎ、
各国に暮らす人々が少しでも安全に安心して
豊かな生活を送れるよう、アジ研として最大
限の努力を続ける所存です。
　本日は、国連薬物・犯罪事務所、アジア太

平洋地域の各国、裁判所、警察庁、外務省、
ＪＩＣＡなど国内外の様々な機関からお祝いに
来ていただきました。また、地元府中のロー
タリークラブや国際ソロプチミストの皆様、
保護司アジ研協力会を始めとする、アジ研の
活動を支えて下さっているボランティアの
方々にも多くご参加いただいております。皆
様方のこれまでの激励と御支援なくして、ア
ジ研は今日を迎えることはできませんでした
し、皆様方の更なるご支援なくして、今後ア
ジ研が前進していくことはできません。この
機会に、あたらめて、皆様に心から感謝の意
を表しますとともに、今後とも相変わらぬご
支援・ご協力をお願い申し上げて、私の挨拶
とさせていただきます。
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��アジア刑政財団は、昭和 57 年 2 月に
設立され、本年で 30 周年を迎えまし
た。その間における関係各位のご支援、
ご協力に対し、厚く御礼申し上げます。
��さて、当財団は、当財団の寄付行為
第 3条に謳われておりますように、「ア
ジア地域の各国を主とする諸国の刑事
司法関係者の連帯と相互協力を基礎と
して、各種の調査、研究、研修等を行
うことにより、これら諸国における犯
罪防止及び犯罪者処遇に関する効果的
な対策の推進に寄与し、もって世界の
平和と安定に資することを目的」としたもの
であり、当財団の設立に尽力した関係者の意
気込みや熱意をうかがうことができるのであ
ります。
　当財団は、設立以来、国連アジア極東犯罪
防止研修所（通称・アジ研）の事業を支援し、
それに関連する諸活動を推進し、「犯罪なき
繁栄を目指して」を旗印にして、アジア及び
世界の平和と繁栄に貢献して参りました。平
成 3 年 3 月には、国際社会に対する顕著な
功績から、国連経済社会理事会（ＥＣＯＳＯＣ）
において「国連ＮＧＯ」という国連での諮問
的地位が認められた特別の国際的非政府組織
の認可を受けました。さらに、平成 12 年 5
月には、同理事会の決定により、同理事会に
新たな検討事項を提案することもできるわが
国では数少ないトップカテゴリーである総合
協議資格を有するＮＧＯへの昇格が承認され
ました。このことにより、当財団の国連の活
動に対する役割と責任が増大するとともに、
国連の諸施策へかかわる権限も大きくなりま
した。
　これに伴い、アジ研の研修に参加された

方々を中心とした諸国の刑事司法分野の関係
機関・民間団体との間の交流、連携、協力や、
これら機関・団体に対する支援，各種の国際
会議なども大変充実いたしました。本日も、
このような海外ネットワークのいわば代表者
として、当財団の国際理事でもあるキティポ
ン・キタヤラク・タイ法務省事務次官にご出
席いただいていることは、誠にうれしいかぎ
りであります。
��一方、当財団は、国内においては、アジ研
での研修やセミナーを更に充実させるため、
各種の財政的援助などを通じて研修実施につ
いて協力するとともに、海外からの研修参加
者が日本の歴史的、文化的、社会的な背景に
ついて理解を深めるため、ホームビジット、
原爆資料館や大相撲見学などの文化交流プロ
グラムや国内各支部への訪問、刑事司法施設
の視察などを実施して参りました。その意味
において、当財団は国内に多くの支部を有し
ていることが大きな特徴になっており、支部
の活動は当財団の活力の源泉ともなっており
ます。
　しかし、平成 20 年に発生したリーマン・

交流・連携・協力　これからも
ＡＣＰＦ理事長　日野　正晴
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ショックと昨年 3月に発生した東日本大震災
により、大きな影響を受けたわが国経済情勢
の悪化を背景として，残念ながら支部及び会
員は減少傾向にあり，事業及び財政を立て直
すべく，私ども一丸となって目下知恵と努力
を傾注いたしているところであります。
　今後の課題は、何といっても新しい公益財
団への移行であります。平成 25 年 11 月 30
日までに、「新公益財団法人」又は「新一般
財団法人」に移行できなければ、財団は自動
的に解散となり、その財産は国庫に帰属する
ことになります。その申請をできるだけ速や
かに行いたいと考えております。
　事務局員の数名を除いて、会長以下の役員
はすべて無給、無報酬でボランテイア活動と

して財団業務を行っていますが、昨年来、執
行部の手となり、足となっていただくために
審議役というポストを設けましたところ、検
察ＯＢの弁護士、公証人など 10 名の方々が
ボランテイアとして参加して下さり、国内支
部との連絡調整に出かけたりしています。本
当にありがたいことで、この席を借りて心か
ら感謝申し上げたいと存じます。
��以上申し上げましたように、当財団は今、
厳しい状況に立たされておりますが、絶えず、
設立当初の目的に立ち返り、犯罪なき世界の
繁栄を目指して鋭意努力して参る所存でござ
いますので、ご列席の皆さまの今後とも暖か
いご支援、ご鞭撻をお願い申し上げ、私のご
挨拶といたします。

記念式典、国際色豊かに

　ＵＮＡＦＥＩ50 年、ＡＣＰＦ30 年――。国連ア
ジア極東犯罪防止研修所（Ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｎａｔｉ
ｏｎｓ　Ａｓｉａ　ａｎｄ　Ｆａｒ　Ｅａｓｔ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　
Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｒｉｍｅ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ
　Ｏｆｆｅｎｄｅｒｓ ＝ＵＮＡＦＥＩ）創立 50 周年、財団
法人アジア刑政財団（Ａｓｉａ　Ｃｒｉｍｅ　Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏ

ｎ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　＝ＡＣＰＦ）設立 30 周年の記念
式典が平成 24 年 12 月 12 日午後２時半から
東京霞が関の法務省大会議室で行われた。
　アジ研は １９６２（昭和 37）年に設立された
国連の地域研修所で、これまでの研修参加
者は １３１ か国・地域の ４７５２ 人（うち日本人

法
務
省
の
大
会
議
室
で
開
か
れ
た
記
念
式
典
（
挨
拶

す
る
佐
久
間
所
長
）

ＡＣＰＦ30周年アジ研 50 周年
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１４１５ 人）にのぼる（平成 24 年 12 月 31 日現
在､ 別表）。国連の加盟国は １９３ だから７割
近い。アジア諸国はむろん、大洋州、中南米、
東欧、アフリカの国々。研修は泊まり込みの
合宿生活で行われる。１９６２ 年の第１回国際
研修は９月３日から 12 月 21 日まで １１０ 日間
に及んだ。現在は長期でも 40 日足らずだが、
同じ釜のメシを食べて、カラオケでお国自慢
を競った仲。絆は深い。卒業生（Ａｌｕｍｎｉ＝
アラムナイ）は各国で刑事司法のエキスパー
トとして活躍し、最高裁長官、検事総長、警
察庁長官、法務大臣などの要職に就いた人が
少なくない。
　費用は、すべて日本国政府の負担だ。国際
協力機構（ＪＩＣＡ）が全面的に協力している
が、アジ研の国際貢献を支援しようと、１９８２
（昭和 57）年２月に設立されたのが財団法人
アジア刑政財団である。国連ＮＧＯのトップ
カテゴリー（総合協議資格）に位置し、国内
18 支部、海外 17 支部が組織されている。国
内支部は、各国からの研修参加者を迎えて歓
迎交流会を開いたり、海外支部と提携して相
互の交流を深めている。
　記念式典はアジ研の清野憲一次長の司会で
進められた。会場の法務省大会議室は、日の
丸と国連旗を中央に各国の国旗が並び、各席
には同時通訳のイヤホン。海外からの来賓を
はじめ在日大使館関係者等で国際色も豊か。
この日から始まった「第６回東南アジア諸国
のためのグッドガバナンスに関する地域セミ
ナー」に参加したカンボジア、インドネシア、
ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピ

ン、タイ、ベトナム８か国の検事や司法省職
員 20 人をはじめ、国連などからの客員専門
家ら参加した。
　主催者を代表して佐久間達哉アジ研所長が
「半世紀に及ぶ研修参加者は、アジ研ファミ
リーと呼ばれるネットワークを形成、アジ研
の最も貴重な財産と言えます。今後も刑事司
法分野における国際協力は不可欠で、安全・
安心な生活が送れるよう最大限の努力を続け
る」と挨拶（２～４ページに全文掲載）。
　日野正晴ＡＣＰＦ理事長が「当財団はアジ研
の事業を支援する目的で設立し、『犯罪なき
繁栄を目指して』を旗印にアジア及び世界の
平和と繁栄に貢献して参りました。さらなる
国際貢献に努力します」と決意を話した（５

国連アジア極東犯罪防止研修所創立 50周年
財団法人アジア刑政財団設立 30周年

記念式典式次第
 平成 24 年 12 月 12 日（水）午後２時 30 分から
　　場所　法務省大会議室
　　進行　国連アジア極東犯罪防止研修所（ＵＮＡＦＥＩ）
　　　　　次長　清野憲一　
１　挨拶　国連アジア極東犯罪防止研修所長　 佐久間達哉
　　　〃　　アジア刑政財団 （ＡＣＰＦ）理事長 日野　正晴
２　祝辞　法務大臣 滝　　　実
　　　　〃　　国連薬物・犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ）事務局長
　　　　　代理 サンディープ・チャウラ
　　　　〃　　外務大臣政務官 風間　直樹
　　　〃　　国際協力機構（ＪＩＣＡ）理事長 田中　明彦
　　　〃　　最高裁判所判事 横田　尤孝
　　　　〃　　検事総長 小津　博司
　　　　〃　　警察庁次長 米田　　壯
　　　　〃　　韓国刑事政策研究院（ＫＩＣ）院長
 キム・イルス
３　講演　「パートナーシップの構築―タイ王国，そして

国際舞台における法の支配のための犯罪予防及
び刑事司法―」
タイ法務省事務次官・アジア刑政財団国際理
事 キティポン・キタヤラク

　　　　〃　　「法の支配に向けたＵＮＡＦＥＩとＡＣＰＦの
意義深き活動―特にフィリピン・日本更生保護
施設設立におけるＡＣＰＦの多大なる貢献―」
フィリピン次長検事・アジア刑政財団国際理事

 セヴェリーノ・ガーニャ　
　　　　〃　　「ＩＬＡＮＵＤ及びラテンアメリカに対するＵ

ＮＡＦＥＩ・ＪＩＣＡの価値ある協力」
国連ラテンアメリカ犯罪防止研修所（ＩＬＡＮ
ＵＤ）所長 エリアス・カランサ

　　　　〃　　「災害、犯罪、人権―――東日本大震災の経験
から」
アジア刑政財団会長 堺屋　太一

４　感謝状贈呈 アジア刑政財団会長　堺屋　太一

法
務
省
の
大
会
議
室
で
開
か
れ
た
記
念
式
典
（
挨
拶

す
る
佐
久
間
所
長
）

記念式典の開催を報
じ る 2012 年 12 月
14 日の毎日新聞東京
版
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～６ページに全文掲載）。
　来賓祝辞のトップバッターは、滝実法務大

臣（当時）。「人・物・情報の移動がますます
活発化、犯罪の分野でも国際的なネットワー
クを持つ犯罪組織やテロ集団が大きな脅威を
与えています。その一方で汚職のまん延が各
国の経済社会の発展を妨げ、刑事司法におけ
る国際的なキャパシティ・ビルディング（組
織基盤強化）の促進が重要な課題となってお
ります。アジ研の活動は、国際的なキャパシ
ティ・ビルディングの促進を目的として、我
が国が戦後他の分野に先駆け、かつ世界で最
も早く取り組みを始めた国際貢献で、国際的
にも高い評価を得ています。アジ研とアジア
刑政財団の活動は、日本が果たすべき国際貢
献の一つのモデルであり、今後ますますの発
展が期待されるところであります」と、半世
紀にわたる国際貢献を称えた。
　国連薬物・犯罪事務所　（ＵＮＯＤＣ）　事務
局長代理のサンディープ・チャウラ氏は「Ｕ

ＮＡＦＥＩは、私たちの仕事に貴重な支援をし
続けてくれています。今後とも情報を交換し、

知識を共有し、21 世紀前半までに刑事司法
制度のビジョンを確立、犯罪防止に共同作業
を進めたい」と、アジ研とのコラボレーショ
ンの重要性を語った。
　風間直樹外務大臣政務官（当時）は「ＵＮ

ＡＦＥＩは刑事司法制度、犯罪者処遇、矯正、
人身取引、薬物、マネーロンダリングなど犯
罪防止刑事司法の多くの分野で研修の場を提
供し、多くの各国専門家を育成してきました。
外務省としては、ＵＮＡＦＥＩの取り組みを引
き続き支援し、ＵＮＡＦＥＩの知見を活用して
世界各国・国際機関と国際的な協力体制の確
立のための責務を果たしたい」と話した。
　国際協力機構　（ＪＩＣＡ）の田中明彦理事

長は「ＪＩＣＡは １９６０ 年代よりＵＮＡＦＥＩとの協
力で、開発途上国の刑事司法関係者を日本に
招聘しての研修、ガバナンス支援や法整備支
援も行ってきました。例えば、タイの汚職防
止プロジェクト、フィリピンでは保護司制度
活性化の研修、ラテンアメリカでは国連ラテ
ンアメリカ犯罪防止研修所（ＩＬＡＮＵＤ）と
の共同研修など、途上国で必要となる能力強
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化・人材育成を実施して参りました。こうし
た取り組みはＵＮＡＦＥＩ、アジア刑政財団及
び日本側関係者のご尽力により実現されまし
た」と祝辞を述べた。
　最高裁の横田尤

とも

孝
ゆき

判事は、アジ研の研修に

現職の裁判官らが参加して、裁判所全体の視
野を広め，見識を高めることに寄与している
こと、最高裁判所の見学がカリキュラムに組
まれ、研修参加者と顔を合わせることを楽し
みにしていることを述べ、「今日のような変
革と国際化の時代に、効果的な犯罪防止及び
刑事司法の実現は、これまで以上に重要な課
題となっています。アジ研とアジア刑政財団
に対する期待は、前にも増して大きくなって
おり、更に大きく飛躍されますことを念願し
ます」と、その期待を語った。
　続いて小津博司検事総長は「犯罪の国際化

へ対応するため、最高検察庁では検察改革の
一環として設置した分野別専門委員会の一つ
として、国際分野専門委員会を立ち上げ、外
部有識者の助言を頂きながら国際分野への取
り組み組を強化している」と明らかにしたう

えで、「キャパシティ・ビルディングを通じ
て諸国の刑事司法の改善と協力関係の強化に
貢献することを目的としたアジ研の諸活動
と、これを支えるアジア刑政財団の貢献は、
検察のこうした努力と方向を同じくしている
だけでなく、各種の国際研修の積み重ね、な
かんずくアジ研の寮生活を通して築かれる親
密で強力な人的関係は、今後の検察の国際的
な活動にも不可欠の財産である。検察として
は、この財産をより一層積極的に活用させて
いただくことになると思いますし、アジ研の
諸活動に対して、今後ともできるだけのご協
力をさせていただきたいと考えております」
と、アジ研と手を携えていくことを表明した。
　警察庁の米田 壯

つよし

次長は、警察庁もアジ研

研修などの成果を警察行政に活かしてきたこ
とを報告したうえで、「今後、アジ研・アジ
ア刑政財団の果たすべき役割が重要性を増す
中で、警察庁といたしましても、協力関係を
一層深めるともに、その活動に対する支援を
推進したい」と、協力体制の強化をうたった。
　最後は韓国刑事政策研究院　（ＫＩＣ）のキ
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４氏が記念講演
　「こんにちは。本日はお招きいただき、あ
りがとうございます」と、冒頭日本語で挨拶
をしたのは、タイ法務省事務次官のキティポ
ン・キタヤラク氏。アジ研卒業生で、ＡＣＰＦ

の国際理事、大阪支部と姉妹提携しているＡ
ＣＰＦタイ支部の理事長をつとめる。大の親
日家である。
　「タイ国でＵＮＡＦＥＩの研修を受けたアラム
ナイは ３００ 人にものぼり、最高裁長官や司法
長官、法務省の幹部、警察のトップ、大学教
授などになっています」
　「１９９７ 年に実施されたタイ法務省の大改革
は、ＡＣＰＦの財政的支援でＵＮＡＦＥＩがアレン
ジした広島高検での１週間の実地研修が元に
なって実現したものです」
　「パッチャラキティヤパー王女が進めてき
た『女性被拘禁者の処遇及び女性犯罪者の非
拘禁措置に関する規則』（バンコク・ルール

ズ）は ２０１０ 年の国連総会で採択されました
が、最初にその規則を紹介したのは、ＡＣＰ
Ｆが ２００８ 年モンゴルで開いた第 12 回世界大
会でした」などと、ＵＮＡＦＥＩとＡＣＰＦに恩恵
を受けてきたことを感謝し、ＡＣＰＦ前理事
長の敷田稔氏の名前をあげて、お礼を述べた。
　最後に「『犯罪なき繁栄』のゴールに達す
るのは容易ではないが、タイ国は犯罪がない
平和で豊かな社会づくりのためＵＮＡＦＥＩとＡ
ＣＰＦに支援と協力をしたい」と決意を語っ
た。
　記念講演の２人目、フィリピンのセヴェ
リーノ・ガーニャ次長検事は、日本語で講演
するため特訓をしていたというが、仕事の都
合で来日ができなくなった。その草稿を司会
者が読み上げた。別項で掲載した。
　３人目の国連ラテンアメリカ犯罪防止研修
所（ＩＬＡＮＵＤ）のエリアス・カランザ所長

の講演で興味深かったのは、所得格差と犯罪
が相関関係があるという話だった。

ム・イルス院長。ＫＩＣは １９８９ 年に設立され
た国立研究施設で、以来 22 年間、アジ研や
ＡＣＰＦと密接な関係をもって犯罪防止の研究
にあたり、２００４年にＵＮＰＮＩ（国連の犯罪防止・
刑事司法プログラム・ネットワーク機関）に
加盟している。
　キム院長は、驚異的なスピードで増殖して
いるサイバー犯罪について「サイバー犯罪は、
１国の努力では解決できない。ＫＩＣは、２００６

年にサイバー犯罪に対するバーチャルフォー
ラムを開きました。サイバー犯罪エキスパー
トが互いにコミュニケーションを取り、かつ
情報を共有することが必要だ。サイバー犯
罪以外にも、人身売買、マネーローンダリ
ングなど国際協力がなくては有効に対応で
きません。最後にもう一度、ＵＮＡＦＥＩとＡＣ
ＰＦの素晴らしい業績をお祝い申し上げます」
と祝福した。
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　私がアジ研
との縁をいた
だいたのは 21
年前、１９９１ 年
のことです。
当時フィリピ
ン司法省の上
級検事でした
が、アジ研の
国際研修に参
加する機会を
いただきまし
た。
　第 89 回の国際研修で、９月から 12 月まで
の約３か月間アジ研に滞在しました。アジ研
の所長は杉原弘泰先生（元大阪高検検事長、
現ＡＣＰＦ理事）でした。研修テーマは、経済
犯罪に対する効果的なかつ先進的な諸対策で
した。世界各国と日本の 15 か国から 28 名の
研修員が集い、同じ屋根の下、同じ釜の飯を
食べ、刑事司法運営向上のため発表・意見交
換・グループワークを通じ、刑事司法職員と
しての能力を互いに高めあいました。

　同所長がまとめた資料によると、人口 10
万人あたりの殺人の件数は、ワースト３がホ
ンジュラス 82・１、エルサルバドル 66・０、ジャ
マイカ52・１。中南米諸国が占めている。一方、
日本は０・４ 人と、最低だった。「日本は素晴
らしい社会である」と同所長は褒め称えた。
　最後の堺屋太一ＡＣＰＦ会長の演題は、「災
害，犯罪，人権――東日本大震災の経験から」。
　日本では少子高齢化が予想以上のスピード
で進み、構造的な重大問題となっている。独
居老人の増加は、詐欺・横領・窃盗など新た
な犯罪を生んでいる。通信機器、コンピュー
ターの発達で新たな対応を迫られているが、
犯罪者の方が先行している。
　２０１１ 年３月 11 日の東日本大震災と津波で
40 万人以上が家を失い、約１万９千人の死
者・行方不明者が出た。福島第一原子力発電
所の水素爆発事故による放射能汚染で多くの
人々が居住地を立ち退かねばならなくなっ
た。
　１９９５ 年１月の阪神大震災のとき、政府の
震災復興委員を務めていたが、比較的速やか
に被災者住宅が建てられ、復興は順調だった。
被災地での犯罪もほとんどなかった。
　東日本大震災の復興は阪神大震災のときほ
ど順調ではないが、発生から１年９か月を経
た現在まで、深刻な犯罪は起きていない。日
本人の秩序観念の高さだ。

法の支配に向けたＵＮＡＦＥＩとＡＣＰＦ
の意義深き活動
―特にフィリピン・日本更生保護施設
設立におけるＡＣＰＦの多大なる貢献
　　　　　フィリピン次長検事
　　　　　　　　セヴェリーノ・ガーニャ

記念講演詳報（代読）

　「こうした秩序感覚を、人口高齢化社
会の中でどのように継続するか。『犯罪
なき繁栄』社会を目指すＡＣＰＦの運動
に完成と終点はありません。理想の追求
は永遠に続きます」と締めくくった。
　記念講演が終わって、式典の最後にア
ジア刑政財団から感謝状の贈呈が行われ
た。ＡＣＰＦの国際貢献活動を支援した
団体・個人を代表して横浜支部の相澤正
雄副会長が、堺屋会長から受けた。

堺屋会長から代表に感謝状
を受けた相澤正雄氏（右）
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　研修から学んだものはいくつもあります。
まず研修プログラム自体の素晴らしさです。
時宜にかなうプログラムが展開されます。研
修員たちは、その研修時期だけでなく、将来
の刑事司法発展のための成長の機会を、世界
と自国の刑事司法の課題をより広範な見地か
ら検討する機会を、いただいたのです。世界
の刑事司法制度や実情を踏まえ、世界に自己
主張する大切さも学びました。それ故、アジ
研の指導の下、研修員たちが創生した幾つも
の刑事司法に関する貢献が国連準則に取り入
れられることになりました。　
　研修の準備や運営がアジ研全ての皆様方、
所長、次長、教官、事務局、食堂、クリーニ
ングスタッフ、その他の関係職員により、よ
り良いものにされたことをお伝えしたいと思
います。これまで 50 年間プログラムの運営
に携わられたアジ研の皆様に、暖かい拍手で
お伝え下さいませんでしょうか。　
　研修期間中に、私は地域の方々や元アジ研
職員の支援や親切に気付かされました。それ
は、実はアジア刑政財団のお力によるもので
あることを知ります。ＡＣＰＦは １９８２ 年に設
立されました。私がアジ研研修に参加した
とき、ＡＣＰＦは 9年の活動実績があったので
す。１９９１ 年、ＡＣＰＦは国連ＮＧＯとして特
定協議資格を有するものに認定されていたの
です。
　ＡＣＰＦの設立に当たっては、当時アジ研所
長の敷田稔先生（元名古屋高検検事長、前Ａ
ＣＰＦ理事長）、アジ研次長の日野先生（正晴・
現ＡＣＰＦ理事長）、アジ研の方々、検察官
の方々、他の分野の刑事司法職員、さらに支
援者のご協力を得て成功裏になされた。敷田
先生はその先見性に基づき、当時アジ研研修
員や同窓生の支援組織団体だったＡＣＰＦを
国連ＮＧＯにされるため最大限の御尽力をさ
れたのです。
　さて、ここでＡＣＰＦ活動のユニークで重要
な面を見たいと思います。４つの価値ある特

徴を皆様と共有したいのです。
　その第一は、ＡＣＰＦが政府機関ではないと
いうことです。ＡＣＰＦが刑事司法システムの
発展のため柔軟な力を持っていることを意味
します。政府機関は重要な公的任務を担いま
す。しかしながら政府機関は、その責務を効
果的効率的に果たす上で、様々な課題に直面
します。予算の不足、複雑な規制、縦割り主義、
その他いろいろです。しかし、国連ＮＧＯで
あるＡＣＰＦはこれらの制約から自由です。
　２番目の特徴は、ＡＣＰＦのメンバーが地域
の方々と刑事司法職員の組み合わせであるこ
とです。このＡＣＰＦのメンバー構成は、刑事
司法制度の素晴らしい発展に向け貢献できる
ことを意味しているのです。
　３番目は、ＡＣＰＦ活動の範囲が刑事司法領
域だけでなく、国民が安心・安全な生活をす
るための領域まで視野に入れていることで
す。
　４番目は、ＡＣＰＦがその活動において国際
的な領域を視野に入れていることです。
　これらの特徴を振り返り、アジア地域でこ
うした貢献ができるのは、ＡＣＰＦをおいてほ
かにないと思います。
　１９９１ 年、ＡＣＰＦは国連ＮＧＯとして認定さ
れ、静岡に最初の国内支部を設立しました。
１９９２ 年、ＡＣＰＦは東京で犯罪防止と刑事司
法に関する第１回世界大会を開催します。そ
して 11 の国内支部を作り、海外ではアジ研
同窓生や支援者の協力を得て３つの支部を作
ります。
　１９９３ 年、ＡＣＰＦはマレーシアで第２回世
界大会をマハティール首相のご臨席を得て開
催します。ＡＣＰＦはアジ研の支援を得て刑事
司法分野における協力を急激に発展させまし
た。
　１９９４ 年、ＡＣＰＦは第３回世界大会をフィ
リピンでラモス大統領のご臨席を得て開催し
ます。この大会でアジア刑政財団フィリピン
支部はＡＣＰＦ名古屋と友好協約を締結したの
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です。
　１９９６ 年、私はアジ研に客員専門家として
招かれました。私が東京に滞在中、敷田先生
は素晴らしいニュースを提供して下さったの
です。ＡＣＰＦ名古屋と名古屋ウエストライオ
ンズクラブは、更なる国際貢献のためＡＣＰＦ
フィリピン支部との協力の下、新たな道を模
索していました。ＡＣＰＦフィリピン支部は、
刑務所を出所してから住む家や日々の支援な
ど社会復帰上の問題を抱える人々の更生保護
施設ハーフウエイハウスを設立したいと願っ
ていました。当時フィリピンにはハーフウエ
イハウスはありませんでした。私たちはフィ
リピン・日本ハーフウエイハウスプロジェク
トを進めることになったのです。私は企画書
の作成の任を負うことになりました。
　このプロジェクトを遂行する上で、いくつ
もの困難に出会いました。敷地をどこに確保
するのか、建設費用をどう工面するのか、施
設運営はどうするのか、などです。それらを
ひとつひとつ克服していく上で、強固な国際
関係、ＡＣＰＦ、アジ研、ＡＣＰＦ名古屋、名古
屋ウエストライオンズクラブ、そして支援者
のつながりが大いに力を発揮したのです。
　フィリピンの政府機関は私たちの構想を理
解した上で、このプロジェクトを支持するこ
とを決めたのです。フィリピン司法省はＡＣ
ＰＦフィリピン支部に対し、マニラ近郊のモ
ンテンルパにあるニュービリビド刑務所の敷
地の一画を無償で使用する許可を与えて下さ
いました。費用については、名古屋ウエスト
ライオンズクラブが栢森新治先生（ＡＣＰＦ理
事、ダイコク電機相談役）のご尽力を通じ、
主要新聞にこのプロジェクトと資金協力のた
めに寄付を募る広告を掲載し、資金を集めて
下さいました。施設設計は世界的に有名でプ
リツカー賞を受賞した安藤忠雄先生がボラン
ティアとして参加してくださいました。
　そして １９９７ 年、プロジェクト開始から２
年足らず、フィリピン日本ハーフウエイハウ

スの建設が完成したのです。素晴らしいプロ
ジェクトでした。完成の式典は、フィリピン
及び日本から数多くのご来賓の出席をいただ
き執り行われたことを今も鮮やかに思い出し
ます。アジ研、ＡＣＰＦ、名古屋ウエストライ
オンズクラブ、ＡＣＰＦ名古屋、数々の支援者
からいただいた多大なるご協力とご貢献に心
から敬意と感謝の気持ちを表する次第です。
　さてここで、このプロジェクトがどうして
成功したのか、考えたいと思います。一つ
目は、ＡＣＰＦネットワークにおける構成メン
バーの良さです。私ども刑事司法職員は、刑
事司法運営の重要性も大変さも理解してくれ
る数多くの支援者を得なければなりません。
　多くの支援者がいました。フィリピンから
アジ研研修に参加した者は、現在 １４０ 名を超
え、世界で 2番目の多さです。こうしたこと
も政府機関がアジ研とＡＣＰＦの提案を歓迎
したことに関係していると思います。私ども
はアジ研・ＡＣＰＦファミリーです。だからア
ジ研やＡＣＰＦが主導する国際的協力プログ
ラムを支援するよう、我が国関係者に説得で
きるのです。
　ハーフウエイハウスは、これまでに ４００ 人
以上の入居者を支援することができました。
しかし、運営上の課題に直面してもいること
を認めざるを得ません。予算の逼迫、会員の
減少、また、活動の実情をあまり気付いてい
ない会員の存在があります。
　今後の活動を活性化するために必要な合言
葉、それはＵＮＡＦＥＩ　ファミリー・ＡＣＰ
Ｆファミリーではないでしょうか。
　アジ研 50 周年、ＡＣＰＦ30 周年の合同式典
は、誠に意義深い機会です。これまで永きに
わたり、両機関の効果的な運営に努められて
こられた全ての皆様に心から敬意を表する次
第です。また刑事司法制度の発展向上に対す
る皆様のご貢献に対しまして謝意を申し上げ
る次第です。
� Ａｒｉｇａｔｏ　Ｇｏｚａｉｍａｓｈｉｔａ.
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　記念祝賀会は、会場を竹橋のＫＫＲホテル東京に移して午後７時から始まった。日野ＡＣＰＦ理事
長が開会の挨拶、チャウラＵＮＯＤＣ事務局次長、堺屋ＡＣＰＦ会長、小津検事総長、日野ＡＣＰＦ理事長、
佐久間アジ研所長の５人で鏡開き。西川克行法務事務次官が乾杯の音頭をとった。
　歓談の途中でお琴の演奏。琴が榎戸二幸、西村千鳥、小鼓と鈴が麻生花帆、フルートが赤木香菜
子さんといずれも東京芸大卒のカルテット。元法相の千葉景子さん（ＡＣＰＦ横浜支部顧問）、ＡＣＰ

50 年と 30 年　祝賀の宴
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Ｆバングラデシュ支部会長のエナムル・ハックさん、ＡＣＰＦ千葉支部会長の早川恒雄さん（元千葉
銀行頭取）、ＡＣＰＦ名古屋支部の天澤眞二事務局長がそれぞれさらなる国際貢献を誓った。
　このあとアジ研 50 年の歩みをまとめたスライドショーがあり、佐久間所長が「長い 1日となり
ました。お付き合いありがとうございました」とお礼をいって、一本締めをした。式典・祝賀会の
参加者は約 ３００ 人。祝賀会の幕を下ろしたのは午後 9時近くだった。

新たなステップめざす
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敷田ＡＣＰＦ前理事長（右から２
人目）を表敬するタイ国一行

佐々木知子元教
官と北田幹直大
阪高検検事長
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　タイ国の王女・パッチャラキティヤパー殿
下が１月 10 日、府中市晴見町のアジ研を訪
れ、国際会議場で特別講演をした。
　王女は １９７８ 年生まれ。２０００ 年にタマサー
ト大学卒業後、米コーネル大学で法学修士、
博士号（２００５ 年）を取得後、タイで検察官
などを務め、2011 年 10 月ウィーン国連代表
部の大使となった。２０１２ 年度の国連犯罪防
止司法委員会の議長を務めた。
　ウィーンの国連代表部には、国連薬物・犯
罪事務所（ＵＮＯＤＣ）、国際マネーロンダリ
ング情報ネットワーク（ＩＭＯＬＩＮ）などの
事務所もあり、アジア刑政財団（ＡＣＰＦ）が
国連 50 周年を記念して寄贈した六曲一双の
金屏風「鳳凰来儀」（故吉田左源二作）が中
央大ホールに飾られている。
　親日家で東日本大震災にも救援物資を送
られるなど救援の手を差し伸べ、アジ研には
２００９年８月に国際被害者学シンポジウムの
特別講演で来日した際、訪問されている。

　王女は女性犯罪者の処遇について造詣が深
い。２００６年以降「カムランジャイ・プロジェ
クト」（女性被収容者の生活向上を中心とし
た女性犯罪者の更生支援等に関するプロジェ
クト）に取り組み、２０１０年 12 月、国連総
会で「女性被拘禁者の処遇及び女性犯罪者の
非拘禁措置に関する国連規則」（バンコク・
ルールズ）を採択するなど、女性犯罪者の処
遇に関して積極的な貢献を果たしている。
　講演の演題は「バンコク・ルールズの実践：
国際協力の枠組みについて」。レクチャーを
受けたのは、前日から始まった第 １５３ 回国際
高官セミナー（「女性犯罪者の処遇」がテー
マで２月８日まで）に参加しているバングラ
デシュ、ブラジル、ヨルダン、ケニア、メキ
シコなど海外 12 か国の 15 人と国内参加者７
人ら。アジ研 50 周年の記念式典で講演した
タイのキティポン法務事務次官らタイ国関係
者や、国際協力機構（ＪＩＣＡ）、ＡＣＰＦ関係者
も傍聴した。
　講演の前に、王女がバンコク・ルールズ採
択までの活動を紹介するビデオが流された。
王女はタイの女性刑務所を訪問して、女性収
容者とその子供たちのケアの必要性を痛感、

タイ国王女が来日し特別講演
「バンコク・ルールズの実践」
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タイのテレビクルーも同行。特別講演の
模様は現地ニュース番組で紹介された
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２００６年に立ち上げた「カムランジャイ・プ
ロジェクト」では妊娠中や子連れ収容者の子
育て支援や、心理面の支援、職業訓練などを
盛り込んだ。バンコク・ルールズはその延長
線上にある。
　タイ国法務省は、２０１１年にタイ法務研究
所（ＴＩＪ）を設立。タイの８つの刑務所に収
容されている女性犯罪者の特性を分類するた
めの基礎研究やバンコク・ルールズ実施状況
を評価するチェックリストの開発に取り組ん
でいる。
　すべての国連加盟国が実践を促進するため
に２月 19 日～ 21 日「バンコク・ルールズ実
施に関する東アジア太平洋地域会合」、３月
19 日～ 21 日「バンコク・ルールズに基づい
た訓練体制の開発に関するＡＳＥＡＮ専門家
会合」をバンコクで開く。
　さらに ２０１５ 年カタール国で開かれる第 13
回コングレス（国連犯罪防止世界会議）では、
女性犯罪者に関するワークショップ（テーマ
は「効果的で公平で人道的で説明責任を果た
す刑事司法制度のため犯罪防止・刑事司法に
関する国際基準及び規則の果たす役割：特に
犯罪者処遇や犯罪者の再統合に関する女性や
子ども特有のニーズに対応する上での経験や
教訓」）において、ＵＮＡＦＥＩとＴＩＪが協力する
予定であることも明らかにした。

　講演を終えて、アジ研の佐久間所長が質問
を促すと、最初に手をあげたのは日本人参加
者の埼玉県吉川警察署地域課の酒巻亮太郎警
部補。「バンコク・ルールズ採択までのご苦
労をお聞かせ下さい」。王女は「各国の理解
をいただくのが一番大変だった」と答えた。
　このあとブラジルの連邦刑務官、サモアの
警察・矯正省上席企画官（女性）、ジャマイ
カの矯正局成人留置センター監督官代理（女
性）、ケニアの矯正局管理部長（女性）から次々
に手があがった。
　午後６時前、１階の食堂でパーティーが開
かれ、歓談の輪が広がった。
　王女にはテレビカメラも同行。アジ研訪
問・特別講演の模様は、同日夜７時からタイ
のニュース番組内の「今日の王室」の中で紹
介された。
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　アジ研（国連アジア極
東犯罪防止研修所）の第
15 回汚職防止刑事司法
支援研修（2012 年 10 月
11 日～ 11 月 14 日）に
海外から参加した 20 カ
国 25 人と国内参加者７
人らを迎えた東京みのる
会（鈴木實会長）恒例の
意見交換会が10月30日、
東京港区の明治記念館で
開らかれた。
　参加国はフィリピン、
東ティモール、カンボジ
ア、タイ、ラオス、バングラデシュ、アフガ
ニスタン、バングラデシュ、モンゴルのアジ
ア諸国ばかりでなく、中東のヨルダン、東欧
のモルドバ、ウクライナ、アフリカのギニ
ア、ケニア、ウガンダ、ナイジェリア、中南
米のパナマ、南米のブラジル、大洋州のキリ
バス、パプアニューギニアまで、ほぼ全世界
をカバーしている。

アンチ・コラプション（汚職防止）を訴えて
20 カ国の研修参加者 25 人を歓迎
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　肩書きを見ると、独立汚職対策庁上席捜査
官、独立腐敗対策委員会調査部副部長、警察
庁腐敗対策部長、汚職対策委員会捜査部長、
国家汚職対策委員会対策戦略室長、倫理・反
汚職委員会資産調査官……。汚職防止は世界
各国の悲願なのである。
　アジア刑政財団（ＡＣＰＦ）堀内国宏事務
局長の司会で始まり、東京みのる会の鈴木實
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会長が「研修も大変でしょうが、日本のよい
ところも見て行ってください」と歓迎のあい
さつ。ついで日野正晴ＡＣＰＦ理事長、佐久
間達哉アジ研（ＵＮＦＥＩ）所長が英語と日
本語でスピーチ。ＡＣＰＦの樋渡利秋副理事
長（元検事総長）が乾杯の音頭をとった。
　歓談の途中で１人ずつマイクの前に立って
自己紹介。びっくりするほど上達している人
がいる半面、発音が難しくて途中で日本人ス
タッフの助けを求める人も。
　フィリピンの女性検察官、ラライン・デル
メンド・ベニテズ特別検察官補が、研修参加
者を代表して、お土産の記念品を鈴木会長か
ら受けた後、引き続いて謝辞を述べた。「汚
職との闘いは世界共通の課題です。今回の研
修で、汚職とよりよく闘うための方法を見出
すことが出来ると確信しています」と決意を
述べた。通訳は、日本人研修参加者の近畿厚

生局麻薬取締部の岩田満夫麻薬取締官がつと
めた。
　最後にＡＣＰＦの戸田信久審議役（公証人、
元京都地検検事正）が中締めの一本締め。海
外からの研修参加者にも参加を呼びかけて、
リハーサルを１回したあと、「よーぉ、ポン」
で見事に揃った。
　アジ研からは清野憲一次長をはじめ教官、
専門官、事務職員ら、財団本部から学術評議
員で筑波大学名誉教授の土本武司氏、横山佳
夫理事、北村浩志監事、矢鳴信行事務局次長
ら、受付などにＡＣＰＦ事務局の市川美鈴、
堀内真理子、竹内陽子さんがあたった。
　東京みのる会からは鈴木会長の他、坪口隆
監事、坂本幸政、鈴木勝己、深川幹祐、鈴木
満、大熊重夫、今成艶子各会員が出席した。
� （東京みのる会・鈴木満）
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第 152 回国際研修参加者を迎えて
　平成 24 年９月 15、16 日の両日、ケニア共
和国上席判事のティモシー・オデュウォー・
オケロ氏（43）とパナマ共和国司法捜査監督
部門監督官補のアレキシス・エルネスト・ム
ノズ・セルパ氏（45）が来阪した。アジア刑
政財団本部、大森事業局長に引率されて、新
幹線のぞみ号で新大阪駅に到着した一行は、
恒例となった近畿大学法科大学院生 30 数名
と同大学内で意見交換会。討議形式で活発に
行われた。このあと大阪市内のホテルに移っ
て大阪支部幹部も合流して懇談会。ケニア・
パナマ両国は、支部として初めての招待国で、
お互いの文化・法律等の違いについて会話が
弾み、実のある交流懇談会となった。
　翌 16 日は、出所者の社会復帰などを援助
する更生保護法人「和衷会」へ。日本一とい
われる施設を見学し、施設長から就労の援助、
生活指導の実体の説明を受けた。研修参加者
らは、そのきめ細かい指導に感心し、質問を
繰り返していた。昼食後は、海遊館・船上か
ら大阪湾巡りを行い、２日にわたる日程を終
え、新大阪駅から帰京した。それぞれの国で、
刑政財団の目的である「犯罪なき繁栄」に尽
力してくれる事を願うばかりである。
インドネシア最高裁准長官らと懇談会
　平成 24 年 11 月 14 日夜、インドネシア最
高裁判所准長官イムロン・アンワリ氏、高裁
副所長、地裁所長各２人ら計 10 人の裁判官
との懇談会を、北田大阪高検検事長、田内大
阪地検検事正らの出席のもとにホテルグラン
ヴィア大阪で行った。
　「インドネシア和解・調停制度強化支援プ
ロジェクト」は国際協力機構（JICA）が国
際民商事法センターの協力で 2007 年３月か

ら 09 年３月まで実施したが、インドネシア
最高裁判所からは引き続き日本の法制度や経
験から学びたいとの要望が強く、2010 年４
月以降は法務省独自で支援を行っている。
　一行は 11 月 12 日から同 23 日までの予定
で訪日。共同研究の内容は，わが国の民事刑
事手続，倒産手続，執行手続等について、イ
ンドネシア研究員によるインドネシアの民事
訴訟制度についてのプレゼンテーション、そ
して大阪大学や大阪弁護士会、京都地裁等の
訪問。
　懇談会ではインドネシアの紹介など、双方
の関心事についての質問や応答があった。有
能な通訳は食事もままならないほどの忙しさ
の中で、あっという間に２時間の懇談会を終
えることとなった。
ネパール元検事総長らとの懇談会
　法務総合研究所国際協力部主催の「日本・
ネパール司法制度比較共同研究」のため訪日
したネパール元検事総長ラガブ・ラル・バァ
イディヤ氏ら３人の検察官を迎え、北田大阪
高検検事長、野口国際協力部長、柴田法務教
官（検事）、山田主任国際協力専門官らとの
交流会を平成 24 年７月 23 日夜、ホテルグラ
ンヴィア大阪で開催した。
　ネパールの他の２人の検察官は、スヘーシ
ス・リスル・タパ氏とクリシュナ・ジーヴィ・
ギミレ氏。大阪支部からは、荒川会長と瀧代
表幹事、原幹事、柏岡事務局長が出席した。

大阪支部
ケニア、パナマ、インドネシア、ネパール
最高裁判事、検事総長らと交流
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　３人とも日本訪問は初めて。年齢も比較的
高い（64、56、46 歳）にもかかわらず、タ
イトなスケジュールをこなしながら，その合
間を縫って大阪各地を見学する日々を約１週
間過ごされたあとの晩餐会。
　元検事総長バァイディア氏は、1996 年か
ら 2008 年８月 20 日まで控訴裁判所判事、
その翌日の８月 21 日に検事総長に就任し、
2009 年５月 24 日まで務めた。「判事の経験
が長いのに、何故検事総長に？」との質問に
は、ネパールでは検事総長は総理大臣により
任命されるので、その経歴は様々であること
や、最高裁判事は検事総長が任命するなど、
我が国とは相当大きな違いがあるようであっ
た。
　大阪地裁で刑事裁判を傍聴されたとき「裁
判長が被告人に対して黙秘権を告知したこと
が印象的であった」との発言があった。ネパー
ルの刑事裁判では、黙秘権を告知するのは進
歩的な裁判官である、とのことだった。
　また、交通事故の業過事件で、情状証人と
して母親が出廷し、被告人に対する監督を誓
うなどの立証により執行猶予が下されたこと
にも感動されていたが、ネパールではまだ執
行猶予判決はない、とのことであった。
　刑事司法の在り方に大きな違いを感じた
が、バァイディア元検事総長はACPF の掲
げる「犯罪なき繁栄」こそネパールでも実現
したい、と述べた。
平成 24事業年度支部総会
　大阪支部総会は、平成 24 年９月６日午後
４時から大阪国際交流センターさくらの間で
開いた。まず荒川支部会長が「大阪支部設立
から 18 年目を迎えることができたのも、ひ

とえに会員の皆様のお陰で今後も引き続き国
連アジア極東犯罪防止研修所（アジ研）など
に対する支援を行いたい」と謝意と決意を述
べた。また、昨年から協力している法務総合
研究所（法総研）国際協力部が招致した外国
法曹人との交流会も積極的に行い、国際貢献
を果たしたい旨を述べられた。
　審議された議案は、平成 23 年度支部事業
報告▽平成 23 年度収支決算報告▽平成 24 年
度事業計画（案）▽平成 24 年度収支予算（案）
▽平成 24 年度支部役員等の委嘱報告。支部
会長（議長）の進行により、議案どおり全会
一致で承認された。
　引き続き講演会。講師はいずれも財団本部
審議役で弁護士の有田知徳氏（元福岡高検検
事長）と渡邉一弘氏（元札幌高検検事長）。
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　有田氏は、オリンパスの巨額損失隠し事件
の第三者委員会の委員をつとめ、演題は「オ
リンパス事件調査報告書から見た企業のコン
プライアンスについて」。渡邉氏は「コンプ
ライアンスを考える」をテーマに話をした。
　企業の社会的規範や企業倫理（モラル）が
問われているときだけに、会場を埋めた会員
方々や各種諸団体、報道記者たちも真剣に耳
を傾けていた。
　講演のあとは懇親会。「癒しの風ディナー
コンサート」として、昨年に引き続きシャン
ソン歌手・坂田とき子さんとピアノの石田美
智代さんの歌と演奏が披露され、盛会裡のう
ちに閉会した。
� （大阪支部・柏岡征和）
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　第 152 回国際研修参加者を迎えてのアジア
刑政財団岩手支部（会長・宮澤啓祐花巻商工
会議所会頭）会員との交流会は、９月 15 日、
盛岡市のホテルメトロポリタン盛岡ニュー
ウィングで開かれた。
　来県されたのは、インド・ムンバイ警察交
通取締局警視長ブリジェシュ・バハダー・シ
ン氏、ナミビア警察インターポール中央局課
長イマニュアル・フェルナンドス・サム氏
と引率のACPF調査役山本義典さんの３人。
交流会には、会員ら ２５ 人が出席した。
　最初に、宮澤支部会長が「今回も国際研修
員をお招きすることが出来，うれしく思う。
２日間という短い研修と交流のひとときでは
ありますが，支部会員と意見交換しながら親
睦と理解を深め意義深いものにしてほしい」
とあいさつした。研修参加者の自己紹介の
後、来賓の北原一夫盛岡地検検事正、阿部究
盛岡少年院長、東根千万億岩手日報社常務取
締役編集局長らを代表し、北原検事正が「今
回は，２か国から警察関係の方がおいでにな
り、刑事司法を預る立場にある者として日頃
のご労苦に感謝したい。私もアジ研研修を受

け，こうして交流する機会が
あった。地方での研修の実り
多いことを祈る」と祝辞を述
べた。
　このあと、視察訪問先、岩
手日報社東根常務の発声で乾
杯した。今回の交流会には，
岩手県国際交流協会から大山
美和さん、関美梨さんの２人
が通訳を兼ねて出席、会員と
研修参加者との親交に一役
買った。また，たまたま岩手

日報社で研修中だった司法修習生の青山和志
さん、多島稔さんも参加し、地方におけるア
ジ研活動についての研修機会となった。
　交流会の中で、岩手支部の佐々木満主幹が、
かつて青年海外協力隊を育てる会の一員とし
てアフリカ訪問の際に覚えた「マライカ」を、
ナミビアのサムさんのギター演奏とともに唄
い、大きな拍手を浴びた。研修参加者との懇
談は、それぞれのお国の事情や夫人とのなれ
そめなど話が弾んだ。最後に、幹事の宮沢一
郎北東金属社長の中締めで幕を閉じた。
　研修参加者一行は、交流会に先立ち、関係
機関を訪問・視察した。土曜日とあって、訪
問先も限定されたが、今回も盛岡少年院と岩
手日報社の協力があった。盛岡少年院では、
着任間もない阿部究院長はじめ幹部職員が出
迎え詳細な説明のあと院内を視察した。阿部
院長は「盛岡少年院は 60 数年の歴史を持っ
ているが，花の少年院として知られる。詩人・
宮沢賢治が設計した『滲んだ目』の花壇で知
られ同院のシンボルとなっており、賢治の精
神を教育の柱にしている。青森少年院の閉院
に伴って盛岡の収容人員が増えており、今後

インド、ナミビアの警視長らを迎えて

研修参加者を囲んでの記念写真、なごやかな雰囲気のなかで交流に成果
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コロンビア、ラオス、モロッコ、タンザニア
　　　「交番」を視察、拳銃の取扱いに関心

　第 152 回アジ研国際研修参加者を迎え，平
成 24 年 9 月 15 日に長野市内の「ホテル国際
21」で会員との意見交換・親善交歓会を開催
し，翌 16 日には秋晴れの信濃路の散策を楽
しんでいただきました。
　来県したのは、コロンビア警察犯罪捜査部

少佐アドルフォ・ルイズ・ベハラノさん、ラ
オス人民最高裁判所技術管理部判事アヌソ
ン・ソウリアさん、モロッコ司法・自由省判
事モナ・レムゾウリさん、タンザニア検事総
長府州検事ムゲニ・ジャイラニ・ジェイチャ
さんと引率の府中刑務所教育専門官渡邉真也

ともかけがえのない子供として、あきらめず
育てなおしていく」と説明。２人の研修参加
者からは「こういう機会を与えてくれてあり
がとう。この立派な活動を続けてほしい」と
お礼の言葉があった。
　岩手日報社では、東根編集局長はじめ岩渕
真幸編集局次長、谷藤典男編集局次長兼報道
部長、川村公司編集局次長兼整理部長、内城
俊充報道部司法キャップと懇談した。東根局
長が、同社の概要を説明した後、社員構成の
中で「最近女性ジャーナリスト志望が多く
なっている」との報告に対し，「インドでも
同じ傾向にある。女性の社会進出が急速に進
んでいることであり，好ましい傾向と受け止
められている」と説明した。
　昨年の東日本大震災について、日本新聞協
会賞を受賞した写真・記事掲載の同社発行の
写真集をもとに当時の模様の説明があった。
津波という経験が無い２人の研修参加者は、
驚きというより、自然の猛威に恐怖を覚えた
表情で「私たちも同情している。県民の皆さ
んの一日も早い復興を願っている」と述べた。
これに対し、岩手日報社側からは「１年半を
経過し，明るい話題も出てくるようになった
が，私たちは被災者に寄り添う紙面づくりを
心懸けている」と説明、「震災直後から世界
各国からの多大な支援があり、この場を借り
て感謝申し上げる」と伝えた。

　研修２日目は、昨年、ユネスコの世界遺産
の登録をはたした平泉で行われた。当地区の
保護司会副会長で讃衡蔵（宝物館）の館長で
もある佐々木秀圓住職の案内で中尊寺本坊や
金色堂などを見学した。讃衡蔵別館では、世
界遺産登録を記念して秘仏御開帳していた
「一字金輪佛」（重要文化財）を拝観した。「一
字金輪佛」は藤原三代秀衡公の念持佛と伝え
られ，中尊寺一山で特別な年だけに開帳され
ており、研修参加者はまさに幸運に恵まれた。
　午後は、特別史跡「毛越寺」や平安末期の
浄土庭園の姿を今に伝える大泉池を見学した
がインドのシンさんは、さすが佛教への関心
が強く、数々の仏像や「浄土思想」に積極的
に質問していた。（岩手支部副主幹・藤原　浩）

歓迎のあいさつを述べる宮澤啓祐岩手支部会長
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さんの合計５人。一行は 15 日正午近く，長
野新幹線で長野駅に到着しました。
　同ホテル内で昼食を済ませた後、国宝「善
光寺」を訪ね、境内では白無垢姿の花嫁と和
服姿の花婿に遭遇し、よほど珍しかったのか，
盛んにカメラを向け，一緒のスナップをせが
んでおりました。
　善光寺をあとにし、長野中央警察署若松町
交番を訪れ、交番所長から勤務体制、装備品・
通信連絡等の説明を受けましたが、お国柄か、
拳銃の取扱いには関心を持って質問しており
ました。
　続いて長野県庁内にある警察本部へ移動
し，通信指令室で「１１０番」の受理状況及

び指令状況等を見聞した後、ホテル
に戻って午後４時半から長野県支部
会員との歓迎式典・意見交換会が開
催されました。
　久保副会長の歓迎の挨拶の後、引
率の渡邉さんの通訳により各研修参
加者の紹介並びに各国の紹介や犯罪
情勢、法曹関係組織などの説明・発
表がありました。
　記念撮影のあと、宮澤事務局長の
進行により親善交歓会が開始され、
まず、茶道石州流のお点前を解説を

入れながら研修参加者・参加支部会員全員に
薄茶を楽しんでいただいた後，パーティへ。
宴会半ばにビンゴゲームが行われ、参加者全
員に賞品が交付されるなどして交歓会は最高
潮に達しました。
　終了予定時間を大幅に超えた午後９時過ぎ
に、研修参加者を代表してタンザニアのムゲ
ニ・ジェイチャさんからお礼の挨拶が述べら
れ，閉会となりました。
　翌 16 日午前８時過ぎにホテルをチェック
アウト、「川中島の古戦場」、「松代城」など
長野県北部の歴史跡を視察し、松代町内の水
澤ブドウ園で最盛期の「巨峰」、「ロザリオブ
ランコ」のブドウ狩り。さらに長野市内の浦
野リンゴ園で採りたてのリンゴを賞味、長野
の秋の味覚を味わっていただきました。
　その後一行は、栗と葛飾北斎で有名な北信
濃の商都「小布施町」へと移動し、観光客で
賑わう町内を散策、長野駅近くで昼食をとり
つつ談笑し、長野駅までお送りしてお別れし
ました。
　研修参加者の皆様には，慌ただしい２日間
であったと思いますが，両日はともに快晴に
恵まれ，観光地・味覚ともに長野の魅力を十
分堪能していただけたものと信じておりま
す。
　帰国後の皆様のご活躍を祈念申し上げま
す。　　　　　　　　　（山田清事務局次長）

参加者全員での記念写真
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　６月１日、横浜支部の役員会・総会が、横
浜銀行本店会議室で行われた。平澤貞昭・横
浜支部会長（横浜銀行特別顧問）、関口裕・
横浜支部顧問（横浜保護観察所所長）をはじ
め支部役員、会員になってはじめての総会と
なる日産自動車株式会社渉外部部長の安田克
明さんら 12 人が出席した。総会の後、恒例
の横浜港ディナークルーズが行われる山下公
園に移動した。
　今年は、第 151 回国際研修参加者 25 人と
客員専門家のシンガポール行刑局更正・社会
復帰課上級課長補佐ティモシー・ヒー・スン・
レオさん、佐久間達哉アジ研所長らをご招待
し、例年通り横浜港ディナークルーズを開催
した。
　恒例の地元横浜国大の留学生９人に加え
て、多彩なゲストをお迎えした。記念撮影＝
写真＝の最前列いすに座っている左から芦刈
勝治・元北海道警本部長、早川恒雄・ACPF
千葉支部会長（千葉銀行相談役）、佐久間達哉・
アジ研所長、平澤貞昭・ACPF 横浜支部会
長（横浜銀行特別顧問）、千葉景子・元法務
大臣（横浜支部顧問）、堀内国宏・ACPF 本

部事務局長、水戸将史・参
議院議員（横浜支部顧問）、
坂田清一・法務省人権擁護
委員らが参加して、総勢 69
人になった。
　まず横山佳夫・横浜支部
副会長（ACPF 本部理事）
が開会を宣言、平澤会長が
歓迎の挨拶。佐久間アジ研
所長、堀内ACPF事務局長、
水戸参議院議員の挨拶のあ
と、千葉元法相が乾杯の音

頭をとった。
　マリンルージュ号は午後７時山下公園の桟
橋を出港し、午後９時帰着までの２時間のク
ルーズ。その間、研修参加者らは豪華な食事
と、震災から１年余が過ぎて少し華やいだ横
浜港の夜景をデッキに出て楽しんだ。
　交流会の締めは「日舞扇乃会」の花柳錦
右、森口カツ子さん、越井千代子さん、海賀
マキさんによる船上での日本舞踊。東京音頭
では参加者一同が輪になって踊った。このあ
と着物姿の荒山伸一さんと、横浜支部中溝文
啓副会長が研修生と留学生に記念品をプレゼ
ント。最後に研修参加者を代表してタイ法務
省保護観察開発局犯罪者更生班上席保護観察
官のチョルチャイパイサル・フォネスィップ
さんがお礼の言葉を述べ、日本人研修参加者
の東京家裁の松浦泰樹主任家庭裁判所調査官
が通訳にあたった。
あっという間の２時間だったが、今年は横浜
支部設立２０周年の年に当たり、例年にない
充実した交流会ができたと自負している。
　ご協力いただいた関係各位にお礼を申し上
げたい。� （報告者：川島清嘉主幹）

恒例の横浜港クルーズで歓迎
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平 成 24
年 ９ 月 15
日、第 152
回国際研修
参加者バジ
カンゲ・ジ
ョン・マハ
ラ・マヒ（コ
ンゴ民主共
和国）、ア
ンバネ・カ
イグロ（パ
プアニュー

ギニア）、ラルフ・マイケル・デロス・サントス・
カタキス（フィリピン）、ノマティ・アベイ（サ
モア）の４氏は、吉田弘之仙台少年鑑別所長
に引率されて、「のぞみ 161 号」で来名。
歓迎懇談会開催場所であるＫＫＲホテル

名古屋で昼食の後、名古屋テレビ塔（180㍍）
に上がり、展望台（90㍍）より市内の眺めを
満喫した後、名古屋の繁華街「栄」の賑わい
を歩いて実感してもらった。その中心地にあ
る百円ショップ、時計・カメラなどの廉売店
で時間の経つのを忘れるほどにショッピング
を楽しんだ。
　歓迎懇談会では、田中清隆主幹が歓迎の挨
拶。記念品が贈呈された後、研修参加者がそ
れぞれ自己紹介を兼ねて覚えたてのたどたど
しい日本語で挨拶＝写真。会場の雰囲気が和
やかになった。
小関敏光主幹が乾杯を発声。支部会員と

和やかな交流の輪が広がった。終わりに研修
参加者を代表してフィリピンのカタキス氏が
「本日、私の心にありますのは『日本、あり
がとう』と言う大きな幸運に恵まれたことで

す。皆様は平和を愛し、親切です。私たち研
修員は人身取引対策のために努力すべく集ま
ったことに感激しています。その不正を正す
ために手をとりあいましょう。ありがとうご
ざいました」と短い挨拶であったが、心のこ
もった、そして感激を秘めた謝辞が述べられ、
別れを惜しみながら閉宴となった。
翌 16 日は、名古屋城を見学し＝写真、天

守閣からは 360 度の眺望を楽しんだ。復元工
事が進められている本丸御殿を観て、二の丸
茶亭では、お抹茶を頂き、日本のわび・さび
に触れてもらった。次いで産業技術記念館で
は、繊維機械館で紡ぐ・織る技術と繊維機械
の移り変わりを、また自動車館では自動車の
仕組み・構成
部品、トヨタ
の創業当時か
ら現代に至る
技術を興味深
く見学して２
日間の日程を
終え、午後離
名・帰京され
た。
（事務局　
山口隼千）

支部役員会・総会開催
　６月 15 日、第 20 回役員会・支部総会がＫ
ＫＲホテル名古屋において会長以下 21 名、
来賓として財団本部から有田知徳審議役、名
古屋高等検察庁の野々上尚次席検事に出席頂
き、開催した。
　議案審議に先立ち、会長（代理：中部電力

コンゴ・サモアらの研修参加者を迎えて
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議案Ⅰ　平成 23 年度事業報告
１　第 19 回役員会・総会開催
２　�フィリピン司法省次長検事との意見交換
会開催

３　�アジ研第 149 回国際研修参加者との意見
交換会開催

４　�フィリピン司法省次長検事・アジ研第
150 回国際高官セミナー参加者との意見
交換会開催

議案Ⅱ　平成 23 年度収支決算
議案Ⅲ　平成 24 年度事業計画（案）
１　第 20 回役員会・総会開催
２　�アジ研第 152 回国際研修参加者との意見
交換会開催

３　�アジ研創立 50 周年・ＡＣＰＦ設立 30 周
年記念行事参加

４　�アジ研第６回東南アジア諸国のための
グッドガバナンスに関するセミナー参加
者との意見交換会開催

５　CPPAP活動支援　支援金　￥400,000
６　本部事業協力金　￥500,000
議案Ⅳ　平成２４年度予算（案）
議案Ⅴ　任期満了に伴う役員の選任（再任）
会長／川口文夫（中部電力株式会社相談役）
副会長／中川勝弘（トヨタ自動車株式会社相
談役）▽西川豐長（弁護士）
主幹／田中清隆（弁護士）▽小関敏光（弁護士）

株式会社野原法務部部長）から「ＡＣＰＦが
設立されて満 30 年、当支部が発足して満 20
年経過しました。その間、皆様方のご理解と
ご協力、本部の指導を頂きながら、アジアの
『犯罪なき繁栄』を目指して活動を続けて参
りました。今後とも、よろしくお願いします」
との挨拶の後、以下の議案（別掲）について
会長が議長となり、田中・小関両主幹からそ
れぞれの議案について説明があり、審議の結
果、原案どおり可決承認された。
　また、事務局から、去る３月９日（金）に
開催された国内支部実務担当者会議におい

顧問／大村秀章（愛知県知事）▽河村たかし
（名古屋市長）
幹事／安井香一（東邦ガス株式会社取締役社
長）▽山田佳臣（東海旅客鉄道株式会社取締
役社長）▽三輪芳弘（興和株式会社取締役社
長）▽内藤弘康（リンナイ株式会社取締役社
長）▽加藤千麿（株式会社名古屋銀行取締役
会長）▽豊田芳年（株式会社豊田自動織機取
締役名誉会長）▽横山元彦（株式会社ジェイ
テクト取締役会長）▽古川晶章（豊田通商株
式会社取締役会長）▽中村俊一（アイシン精
機株式会社取締役副社長）▽深谷紘一（株式
会社デンソ－取締役会長）▽荒島正（豊田合
成株式会社代表取締役社長）▽舟橋幸男（株
式会社喜多八代表取締役）▽大野鍈宗（愛知
県教誨師会名誉会長）▽田中小夜子（愛知少
年院篤志面接委員）▽小林邦夫（愛知県保護
司会連合会会長）▽黒河陽（愛知県更生保護
事業連盟会長）▽竹川美惠子（愛知県更生保
護女性連盟会長）
監事／鈴木富三（株式会社丸福代表取締役）
参与／齋藤和彦（名古屋矯正管区長）▽熊谷
竹生（名古屋刑務所長）▽金本為彦（名古屋
拘置所長）▽小林泉（瀬戸少年院長）▽小山
和己（名古屋少年鑑別所長）▽大矢裕（名古
屋保護観察所長）▽吉田弘之（仙台少年鑑別
所長）

て、新公益財団法人への移行についての打合
わせが行われた結果について説明を行った。
総会終了後、有田審議役がオリンパス株式会
社の粉飾決算について、第三者委員会の委員
として調査に関わられたことを踏まえ、コン
プライアンスについて講演をした。
　終了後、田中主幹、名古屋地検酒井邦彦検
事正の挨拶、野々上次席検事の乾杯の発声で
懇談会が開催され、和やかなうちに時間を過
ごし、小関主幹の閉宴を惜しみながらの挨拶
で散会となった。�������（事務局　山口　隼千）
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　平成４（1992）年１月名古屋支部が発足し
てから満 20 年、同年６月に第９回国際研修
員の訪問を受入れて以来、現在まで ７１ の国・
地域から国際研修で 28 回、139 名、その他
の研修・研究会で９回、132 名、その他に外
国の代表団招聘９回、59 名の計 46 回に亘り
延べ 326 名の研修員などとの交流が行われ
た。
　第 95 回コースまでは、外国人研修員全員

支部結成20年、326人を招く

が名古屋支部を訪れていたが、以後は２～３
名づつ分散して各支部を訪問することにな
り、また、国際研修員の訪問は、秋のコース
のみで、高官セミナー参加者の支部訪問者は、
客員専門家（ＶＥ）のみである。
　国・地域別では、アジア地域の 21 か国か
ら 222 名で、その中でも友好関係にあるフィ
リピンからは 96 名で最も多く、次いでアフ
リカ地域からの18か国の51名となっている。
　以下、次のとおり（一部既報　刑政通信
No.28 参照）である。��������������（天澤　眞二）

◎　国際研修（コース別）
コース名 訪問年月 研修員 ＶＥ ＣＣ 計

1   第９１回 １９９２．６ 16 16
2   第９２回 １９９２．１１ 16 3 19
3   第９５回 １９９３．１１ 15 ※１ 16
4   第９８回 １９９４．１０ 3 1 4
5 第１００回 １９９５．４ 3 3
6 第１０１回 １９９５．１０ 19 ※１ 20
7 第１０２回 １９９６．２ ※１ 1
8 第１０３回 １９９６．６ 2 2
9 第１０５回 １９９７．２ 1 1

10 第１０６回 １９９７．６ 2 2
11 第１０９回 １９９８．６ 3 1 1 5
12 第１１２回 １９９９．６ 2 2
13 第１１３回 １９９９．１０ 2 2
14 第１１４回 ２０００．１ ※１ 1
15 第１１６回 ２０００．１０ 3 3
16 第１１９回 ２００１．１０ 3 ※１ 4
17 第１２５回 ２００３．１１ 2 2
18 第１２８回 ２００４．１０ 3 3
19 第１３１回 ２００５．９ 16 1 17
20 第１３３回 ２００６．５ 1 1
21 第１３７回 ２００７．１０ 1 1
22 第１３８回 ２００８．１ 1 1
23 第１４０回 ２００８．１０ 1 1
24 第１４３回 ２００９．１０ 1 1
25 第１４６回 ２０１０．９ 2 2
26 第１４９回 ２０１１．９ 2 1 3
27 第１５０回 ２０１２．２ 2 2
28 第１５２回 ２０１２．９ 4 4

計 122 12 5 139
（注）
１　第１０１回－ＡＣＰＰＩとの友好協約締結一周年記念
　　式典参加者
２　第１０２・１０５・１１４回－国際高官セミナー　
３　第９８・１０５・１０９回のＣＣ（コース・カウンセ
　　ラー）はフィリピンからの参加者
４　※印－夫人同伴

◎　その他の研修・研究会
名称 訪問年月 来訪者数

1 中華人民共和国刑事司法高官研究会 １９９５．７ 30
2 第１回タジキスタン司法制度研修 ２００２．３ 10
3 第８回中国犯罪防止高官研修 ２００３．３ 12
4 第４回ケニア非行少年処遇制度研修 ２００３．１１ 10
5 第５回ケニア非行少年処遇制度研修 ２００４．１０ 16
6 第８回汚職防止刑事司法支援研修 ２００５．１１ 15
7 第９回汚職防止刑事司法支援研修 ２００６．１１ 15
8 第４回フィリピン保護司制度活性化研修 ２００９．７ 14
9 第５回フィリピン保護司制度活性化研修 ２０１０．６ 10

計 132

◎　その他来訪者
名称 訪問年月 来訪者数

1 フィリピン検事総長・上級検事（夫人
同伴） ２００７．１０ 3

2 フィリピン刑政財団代表者 ２００８．１０ 25
3 フィリピン上級検事（夫人同伴） ２０００．１ 2
4 　　　　　〃 ２０００．１０ 2
5 フィリピン次長検事・同秘書 ２００５．１１ 2
6 ＡＣＰＰＩ代表者（記念式典出席） ２００６．１１ 11
7 中華人民共和国検察代表団 ２０００．７ 12
8 フィリピン次長検事 ２０１１．９ 1
9 　　　　　〃 ２０１２．２ 1

計 59
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◎　国・地域別

国・地域
国際研修 その他

の研修・
研究会

その他
来訪者 計

研修員 ＶＥ ＣＣ

1

ア
ジ
ア

インド 3 3
2 インドネシア 6 2 8
3 カンボジア 1 1 2
4 シンガポール 3 3
5 スリランカ 5 5
6 タイ 10 2 1 13
7 韓国 4 4
8 中国 4 42 12 58
9 ネパール 4 2 6

10 パキスタン 6 6

11 バングラディ
シュ 3 2 5

12 東ティモール 1 1
13 フィリピン 13 6 5 24 48 96
14 ブータン 1 1
15 ベトナム 1 1
16 マレーシア 3 3
17 ミャンマー 2 1 3
18 モルディブ 1 1
19 モンゴル 1 1
20 ラオス 1 1
21 香港 1 1

計 71 8 5 78 60 222

22

オ
セ
ア
ニ
ア

キリバス 1 1
23 サモア 1 1 2
24 ナウル 1 1
25 バヌアツ 1 1

26 パプアニュー
ギニア 2 2

27 パラオ 1 1
28 フィジー 4 1 5
29 ミクロネシア 1 1

計 12 0 0 2 0 14

30

中
東

アフガニスタン 1 1 2
31 イラク 1 1
32 イラン 1 1
33 トルコ 1 1

計 2 0 3 5

34

ヨ
｜
ロ
ッ
パ

アルバニア 2 2
35 アルメニア 1 1
36 イギリス 1 1
37 オランダ 1 1
38 キルギス 1 1
39 タジキスタン 10 10
40 フランス 1 1
41 マケドニア 1 1

計 3 3 0 12 0 18

国・地域
国際研修 その他

の研修・
研究会

その他
来訪者 計

研修員 ＶＥ ＣＣ

42

北
・
中
南
米

アメリカ 1 1
43 アルゼンチン 1 1
44 エルサルバドル 1 1
45 ガイアナ 2 2
46 コロンビア 1 1
47 チリ 1 1
48 パラグアイ 1 1
49 ブラジル 1 1
50 ヴェネズエラ 2 2
51 ペルー 1 1 2
52 ボリヴィア 1 1
53 ホンデュラス 2 2

計 14 1 0 1 0 16

54

ア
フ
リ
カ

ウガンダ 1 2 3
55 エチオピア 1 1
56 ガーナ 1 1
57 カメルーン 1 1
58 ギニア 1 1
59 ケニア 1 26 27

60 コンゴ民主共
和国 1 1

61 ザンビア 1 1
62 ジンバブエ 2 2
63 セイシェル 1 1
64 タンザニア 3 3
65 ナイジェリア 1 1 2
66 ナミビア 1 1
67 ボツアナ 1 1 2
68 マダガスカル 1 1
69 南アフリカ 1 1
70 モザンビーク 1 1
71 ソレト 1 1

計 16 0 0 34 1 51

合　　計 118 12 5 130 61 326

（注）
１　 中国「他の研修研究」＝中華人民共和国掲示司法高官研究

会 30、第８回中国犯罪防止高官研修
２　タジキスタン＝第１回タジキスタン司法制度研修員 10
３　フィリピン「その他」＝刑事司法関係・ＡＣＰＰＩメンバ
　　ーとの協議 37、１５周年記念式典出席者　１１
４　ＶＥ＝アメリカ、フィリピンは、同伴夫人を含む
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　本部支部期成会は、６月 29 日午後４時半
から東京神田の学士会館で総会を開いた。田
久保健美副会長の司会で、鈴木仁会長が「恒
例となった大相撲夏場所の観戦は海外からの
研修参加者に大変評判がよい。来年以降も続
けますので、ご協力をよろしく」と挨拶。平
成 23 年度の事業報告、同決算・監査報告、
24 年度の事業計画と予算を議決した。
　このあと樋渡利秋副理事長（元検事総長）
が「裁判員裁判制度について」、堺屋太一会
長が「日本の将来ビジョンについて」各 20
分ほどの特別講演。午後６時過ぎから、司会
を島田益吉副会長にバトンタッチして懇親
会。担当の戸田信久審議役の挨拶のあと、堀
内国宏事務局長が大相撲の写真が表紙を飾っ
た会報「アジア刑政通信」52 号を手に「さ

らなる国際貢
献を」と訴え
て乾杯した。
　会員の日本
人大リーガー
第 1 号 マ ッ
シーこと村上
雅 則 さ ん や、
大リーグＮＹ
メッツの環太
平洋担当本部
長の大慈彌功さんも顔を見せ、堺屋会長らと
大リーグ談義。途中、会員の落語家・三遊亭
楽之介師匠が一席うかがった。
　午後７時半、山田清司副会長が中締めの音
頭をとって、閉会した。

落語を披露する三遊亭楽之介師匠

日
本
人
初
の
大
リ
ー
ガ
ー
村
上
雅
則

さ
ん
（
左
）
と
談
笑
す
る
堺
屋
会
長

特
別
講
演
す
る
樋
渡
副
理
事
長

樋渡副理事長と堺屋会長が特別講演

「お国へのよい土産」
英語の期成会報スペシャル

　大相撲夏場所の観戦は研修参加者から大好
評だったが、その模様を特集した会報「期成
会」特別版を英語で作成、６月 21 日のサヨ
ナラパーティーで堀内本部事務局長から第
151 回国際研修の参加者代表ヨルダンのマー
ムッド氏に手渡された＝写真。「よいお土産
をありがとう」と喜んでいた。
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　絹谷幸二画伯（財団本部理事、本部支部「期
成会」名誉会長、日本芸術院会員、東京芸大
名誉教授）の「富士山」の作品で制作した「国
際貢献カレンダー 2013」が完成（表紙の「雲
上富嶽誉七福神」はこの会報の裏表紙で紹
介）、日本国内、国連のウィーンとニューヨー
ク本部をはじめ関係各国に送られた。
　「富士山」に統一したのは、世界文化遺産
登録を目指していることと、「カレンダーを
見る度に、明るい気持ちになり、元気が出る」
という声が寄せられているからだ。
　今回も磯崎信理事からご協賛をいただきま
した。お礼を申し上げます。　
　絹谷画伯は、郷里の奈良県立美術館で「古
事記編纂 1300 年記念特別展　絹谷幸二～豊
饒なるイメージ～」展（2012 年 10 月 20 日
～ 12 月 16 日）を開催したが、その期間中の

10 月 24 日から東京日本橋の高島屋で「美悠
久・夢無辺」 絹谷幸二展を開いた。開会式で
は近藤誠一文化庁長官が挨拶。民主党の渡部
恒三、自民党の武部勤両代議士（ともに今回
の衆院選で引退）はともに「絹谷賛美」を繰
り返した。堺屋太一 ACPF 会長は、長年に
わたるカレンダーへの作品提供に感謝の言葉
を述べた。最後に東京芸大の宮田亮平学長が、
ポーズよろしく中締めの音頭をとった。

絹谷幸二展　奈良と東京で同時開催
国際貢献カレンダー 2013 も完成

　北京地方人民検察院の 団長（ Mr. Gu 
Jun ）（同検察院副検察長）ら女性 1 人を含
む６人の代表団を迎えて、７月 28 日都内の
日本料理店で交流会を開いた。当財団国際理
事の葉峰氏（ Dr. Ye Feng ）＝中国最高人
民検察院前外事局長で国際腐敗防止部門連合
会（IAACA： International Association of 
Anti-Corruption Authorities）事務局長＝か
らの依頼で招いた。一行は７月 24 日から 29
日まで滞在したが、東京地検を訪問して、日
中の検察制度の違いについて熱心に質問、時
間が足りないのを惜しんでいた。また東京の
街並みが裏通りにいたるまで整然としている
ことに、いたく感心していたのが印象的だっ
た。
　交流会では日野理事長をはじめ財団本部役

員の他、都内の法人賛助会員企業の㈱ファン
ケル社長の成松義文氏ら４人も参加。バイリ
ンガルの㈱セガネットワークスのチェンさん
が同時通訳をした。
　法人会員参加者は他に㈱サマンサタバサ
ジャパン経営管理部長島田和衛氏、㈱ドン・
キホーテ輸入事業部マネージャー佐藤陽一
氏。財団本部からは、松尾副理事長、有田知
徳、高井新二各審議役らが出席した。

北京人民検察院との交流会

中
締
め
の
音
頭
を
と
る
宮
田
東

京
芸
大
学
長
（
左
）。
右
は
絹

谷
画
伯
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＜ 主な海外関係活動 ＞
（平成 24年 5月から平成 24年 12月まで）
６月20日　国連腐敗防止条約の充足に関する
NGO への説明会　オーストリア・ウィーン
　ウィーン駐在代表レド弁護士出席
７月25日　来日された中国北京地方人民検
察院副検察長 氏ほか５名との意見交換会

（於東京検察庁）日本・東京　本部堀内事務
局長出席
８月２日　来日された中国広西チワン族自治
区人民検察院第一副検察長鄧海華氏ほか 5 名

との意見交換会（於東京検察庁）日本・東京
　本部堀内事務局長出席
８月23日　犯罪防止刑事司法に関する NGO
同盟会議　オーストリア・ウィーン　ウィー
ン駐在代表レド弁護士出席
10月15日～19日　第６回国連国際組織犯罪
条約関係者会議　オーストリア・ウィーン　
ウィーン駐在代表レド弁護士出席
12月６日～７日　第 21 回国連犯罪防止刑事
司法委員会再召集会議、第 55 回国連麻薬委
員会再召集会議　オーストリア・ウィーン　
ウィーン駐在代表レド弁護士出席

企業の法務担当者も出席
して汚職防止セミナー
　アジ研の第 15 回汚職防止刑事司法支援研
修（2012 年 10 月 11 日～ 11 月 14 日）に参
加した 22 か国（日本を含む）33 人の研修参
加者と、都内の法人賛助会員企業の関係者が
11 月１日午後３時からアジ研の国際会議室
で「日本企業の汚職・腐敗対策への取り組み」
というテーマで、意見交換会を開いた。
　まず各企業の海外担当、コンプライアンス
担当者らが汚職・腐敗防止に対する取り組み
や当面の問題について説明、その後研修参加
者と質疑応答が活発に行われた。
　質疑では、何人かの研修参加者からそれぞ
れの国における汚職・腐敗の状況やその防止

対策について説明があったほか、日本企業が
それらの国々で活動する際に留意してもらい
たい事柄についても助言があり、初の試みに
もかかわらず双方にとって率直で有意義な意
見交換の機会となった。
　意見交換会終了後、企業参加者たちはアジ
研に隣接する矯正研修所の矯正博物館やアジ
研内を参観、午後６時半からアジ研のカフェ
テリアで開かれた懇親会に参加した。
　アジ研の佐久間所長は「この研修の講師と
して来日された国連の専門家からも汚職・腐
敗防止に官民協同の必要性が強調されたとこ
ろであり、こうした試みをぜひ充実発展させ
たい」と挨拶。各社の担当者と研修参加者が
名刺交換をするなど話がはずんだ。

　元福岡高検検事長の三
浦正晴氏（弁護士）が新
たに審議役に就任した。
これで審議役は 10 人と
なった。

10 人目の審議役
に三浦氏

アンチ・コラプション（汚職防止）のセミナー
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　シキタセンセイ！　敷田稔さん（80 歳）
と抱き合って再会を喜ぶ海外からのお客さ
ま。タイの法務事務次官キティポンさんは記
念講演の中で、名前をあげてお礼を述べた。
　敷田さんは、アジ研が国際研修を始めて間
もない 1963 年に教官となり、次長（73 年）、
所長（80 年）。さらにＡＣＰＦを創設、名
古屋高検検事長を退官して 95 年に理事長と
なった。
　その著書『犯罪なき繁栄をめざして――国

際派検事の 50 年』（毎日新聞社）を読み返す
と、アジ研招致の功労者は、当時の法務事務
次官馬場義續さん（元検事総長）とあった。
　敗戦国日本が国連再加盟を許され、その１
年後 1957 年 11�月東京で開いた犯罪防止の
国連セミナーで、アジ研誘致を宣言した。
　「この研修所の設置こそ日本の国際的地位
を高め、アジア地域ひいては世界の犯罪防止
にも貢献し得る」
　日本の国際貢献の始まり、それは法務省か
らだった。�（編集長・堤　哲／財団評議員）



ACPF 国際貢献カレンダー 2013 表紙絵　絹谷幸二画「雲上富嶽誉七福神」


